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（公印省略） 

 

建設工事請負契約における総合評価落札方式に係る監理技術者等 

の参加要件の緩和の一部改正について（通知） 

 

標記について、建設工事請負契約における総合評価落札方式に係る監理技術

者等の参加要件の大幅な緩和の試行について（防整施第２２３６９号。令和５

年１０月３０日）に基づき行っているところ、今般、防衛省が発注する建設工

事における監理技術者の従事期間の緩和について、別紙のとおり定め、令和７

年２月１日以降に入札公告を行う建設工事に適用することとしたので通知す

る。 

なお、建設工事請負契約における総合評価落札方式に係る監理技術者等の参

加要件の大幅な緩和の試行について（防整施第２２３６９号。令和５年１０月

３０日）は令和７年１月３１日をもって廃止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：別紙 

写送布先：整備計画局施設計画課長、施設整備官、提供施設計画官 



別紙 

建設工事請負契約における総合評価落札方式に係る監理技術者等    

の参加要件の緩和について 

 

１ 目的 

建設工事請負契約に係る総合評価落札方式の適用に関する事務処理要領に

ついて（防整施第６０３３号。３１．３．２８。以下「事務処理要領」とい

う。）別添２の第２章第２第３項第６号及び同章第３第３項第６号により対

象工事に配置を予定する監理技術者又は主任技術者（以下「監理技術者等」

という。）が適正であること（個別の工事に応じて、技術者の資格及び同種

工事の経験（以下「経験」という。）を明示すること。）と定められてい

る。 

今般、技術者の担い手の確保及び働き方改革等の観点から、受注企業の支

援を前提とした監理技術者等に求める参加要件の緩和を実施する。 

 

２ 本方式の実施 

 本方式の実施に当たっては、本要領に定めるもののほか、事務処理要領に

より実施するものとする。 

 

３ 対象業務 

全ての建設工事を対象とする。 

 

４ 入札公告及び入札説明書等への記載事項 

  入札公告及び入札説明書等に次の事項を明記すること。 

本工事は、受注企業の支援を前提とした監理技術者等に求める同種工事の

経験の緩和を行う工事である。なお、契約後は、企業としての監理技術者等支

援策を施工計画書等に記載し提出するものとし、監理技術者等支援を未実施

の場合には、工事成績評点を減ずることとする。 

 

５ 競争参加資格 

(1)経験の設定 

設定は付紙を参考とする。 

(2)手続要領 



ア 競争参加者には、付紙様式（一般競争参加資格確認申請書）によ

り技術者を支援し品質を確保する旨を誓約させる。 

イ 工事受注者には、企業としての監理技術者等支援策を施工計画書

等に記載し提出させるものとし、監理技術者等支援を未実施の場合

には、工事成績評点を減ずる。 

  

６ その他 

本要領の実施に当たり疑義が生じた場合には、整備計画局建設制度官と協

議することとする。 

なお、前項（２）イの適用に当たり疑義が生じた場合には、整備計画局施

設整備課施設技術室と協議することとする。 

 

  



付紙 

 

参加要件の緩和の記載例 

 

 

従来 

企業に求める施工実績は発注する工事の６０％程度、監理技術者等に求める

施工実績は施工業種の実績（規模等は求めない）とし、原則着工から完成まで

従事していること。 

 

緩和措置後 

企業に求める施工実績は発注する工事の６０％程度、監理技術者等に求める

施工実績は施工業種の実績（規模等は求めない）とし、現場施工期間の１／２

以上の期間の経験を有していること。 

（現場施工期間とは、求める同種工事についてのものであり、契約工期のうち

準備工期間、工事完成検査後の後片付け等のみが残っている期間及び同種工事

以外の工事の期間を除いた期間をいう。） 

 

例 監理技術者等は、○年度以降入札公告日までに、完成・引き渡しが完了

した工事のうち、新設建築工事を施工した経験を有する者であり、当該工事の

現場施工期間の１／２以上の期間の経験を有していること。 

（現場施工期間とは、求める同種工事についてのものであり、契約工期のうち

準備工期間、工事完成検査後の後片付け等のみが残っている期間及び同種工事

以外の工事の期間を除いた期間をいう。） 

※ なお、現場施工期間を証明できる資料（実施工程表など、現場施工期間に 

配置されていた証明）を提出するものとする。（※は入札説明書のみに記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付紙様式 

（例） 

一般競争参加資格確認申請書 

 

令和  年  月  日 

 

（契約担当官等の官職氏名） 殿 

住      所 

商号又は名称 

役      職 

代 表 者 氏 名 

 

 

○年○月○日付けで入札公告のありました下記工事に係る競争参加資格について

確認されたく、入札説明書に掲げられた資料等を添えて申請します。 

なお、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当する

者でないこと、本工事に係る設計業務の受注者並びに本工事の入札に参加を希望す

る者との間に資本関係並びに人的関係がないこと、添付書類の内容について事実と

相違ないこと、及び企業として技術者を支援し工事の品質を確保することを誓約しま

す。 

 

記 

 

  工事件名：○○（○）○○○建設工事 

以上 

 

                                        担当者 

                                        ○○○会社○○支店 ○○課 ○○○○ 

                                        TEL:○○○○―○○―○○○ 

                                        FAX:○○○○―○○―○○○ 

                                        E-mail:○○○＠○○○○○○○ 

                                        登録番号（○―○○―○○○○○） 

 

注：押印の必要はありません。 


